
「和歌山県食の安全・安心確保のための基本方針」の改定について

「消費者の生命及び健康を護る」ことが最も大切な使命との認識のもと、安全で

良質な食品を安心して購入できるような供給体制を確立するための方針

和歌山県食の安全・安心確保のための基本方針とは

○ HACCPへの取組

・ 食品の生産から消費に至るまでの全ての過程で安全を確保するために、

生産者、流通・販売事業者に対するHACCPに沿った衛生管理の普及推進を

強化することとした

・ 関係団体と連携しながら事業者がHACCPに沿った衛生管理を適切に運用

できるように、輸出や取引条件としてコーデックスのHACCPに取組む事業者

に対し、県HACCPシステム認証の取得を支援することとした

○ 健康危機管理の強化

・ 特別に注意を必要とする成分等を含む食品については事業者から国への

健康被害情報を県民に公表することとした

主な改定の内容


